
【
入

札
参

加
資

格
申

請
書

記
載

要
領

：
島

外
測

量
・

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
業

務
】

・
　

様
式

は
今

回
見

直
し

を
行

い
変

更
し

て
い

る
の

で
，

必
ず

今
回

示
し

た
所

定
の

も
の

を
使

用
す

る
こ

と
。

（
前

回
の

様
式

等
の

場
合

は
，

受
付

不
可

）

・
　

当
該

審
査

票
の

「
提

出
の

有
無

」
欄

に
は

，
提

出
し

た
書

類
の

箇
所

に
「

○
」

を
記

載
し

，
提

出
を

要
し

な
い

書
類

の
箇

所
に

は
何

も
記

載
し

な
い

こ
と

。

・
　

書
類

に
つ

い
て

は
番

号
順

に
フ

ァ
イ

ル
に

綴
じ

る
こ

と
。

・
　

各
種

証
明

書
関

係
は

直
近

３
か

月
以

内
に

発
行

し
た

も
の

を
提

出
す

る
こ

と
。

※
た

だ
し

、
各

種
納

税
・

納
付

証
明

書
に

つ
い

て
は

直
近

１
か

月
以

内
の

原
本

を
提

出
す

る
こ

と
。

・
　

委
任

状
に

お
い

て
は

、
本

店
が

契
約

締
結

営
業

所
の

場
合

は
提

出
不

要

・
　

様
式

①
の

「
登

録
を

受
け

て
い

る
事

業
」

欄
に

登
録

事
業

等
を

記
載

す
る

場
合

に
は

，
添

付
書

類
と

し
て

該
当

す
る

証
明

書
等

を
提

出
す

る
こ

と
。

（
写

し
）

 
な

お
，

「
測

量
」

，
「

建
築

関
係

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
」

及
び

「
補

償
関

係
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

（
不

動
産

鑑
定

）
」

を
申

請
す

る
方

は
，

そ
れ

ぞ
れ

測
量

法
第

5
5
条

，

　
，

建
築

士
法

第
2
3
条

，
不

動
産

の
鑑

定
評

価
に

関
す

る
法

律
第

2
2
条

に
よ

る
登

録
を

令
和

5
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
受

け
て

い
る

こ
と

が
条

件
と

な
り

ま
す

。

・
　

労
災

保
険

料
納

入
証

明
書

に
つ

い
て

，
本

人
・

家
族

・
夫

婦
の

み
で

経
営

し
て

お
り

，
労

災
保

険
料

納
入

の
実

績
が

な
い

場
合

は
，

申
立

書
を

提
出

す
る

こ
と

。

・
　

雇
用

保
険

の
加

入
が

わ
か

る
書

類
に

つ
い

て
は

下
記

の
と

お
り

と
す

る
。

　
①

雇
用

保
険

料
納

入
証

明
願

　
②

雇
用

保
険

適
用

事
業

所
設

置
届

（
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
の

受
付

印
の

あ
る

も
の

）
の

写
し

　
 
※

新
規

加
入

の
事

業
所

の
場

合
に

限
る

。

　
③

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

書
類

・
　

消
費

税
納

税
証

明
書

（
そ

の
３

）
は

，
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

未
納

が
な

い
旨

の
証

明
を

受
け

る
こ

と
。

個
人

に
つ

い
て

は
「

そ
の

３
の

２
」

，
法

人
に

つ
い

て

 
は

「
そ

の
３

の
３

」
の

証
明

書
で

可



国土交通大臣・都道府県（知事）コード番号表

別添

46 鹿児島県 （ 〃 ）

47 沖縄県 （ 〃 ）

44 大分県 （ 〃 ）

45 宮崎県 （ 〃 ）

42 長崎県 （ 〃 ）

43 熊本県 （ 〃 ）

40 福岡県 （ 〃 ）

41 佐賀県 （ 〃 ）

38 愛媛県 （ 〃 ）

39 高知県 （ 〃 ）

36 徳島県 （ 〃 ）

37 香川県 （ 〃 ）

34 広島県 （ 〃 ）

35 山口県 （ 〃 ）

32 島根県 （知事）

33 岡山県 （ 〃 ）

30 和歌山県 （ 〃 ）

31 鳥取県 （ 〃 ）

28 兵庫県 （ 〃 ）

29 奈良県 （ 〃 ）

26 京都府 （ 〃 ）

27 大阪府 （ 〃 ）

24 三重県 （ 〃 ）

25 滋賀県 （ 〃 ）

22 静岡県 （ 〃 ）

23 愛知県 （ 〃 ）

20 長野県 （ 〃 ）

21 岐阜県 （ 〃 ）

18 福井県 （ 〃 ）

19 山梨県 （ 〃 ）

16 富山県 （知事）

17 石川県 （ 〃 ）

15 新潟県 （ 〃 ）

13 東京都 （ 〃 ）

14 神奈川県 （ 〃 ）

11 埼玉県 （ 〃 ）

12 千葉県 （ 〃 ）

09 栃木県 （ 〃 ）

10 群馬県 （ 〃 ）

07 福島県 （ 〃 ）

08 茨城県 （ 〃 ）

05 秋田県 （ 〃 ）

06 山形県 （ 〃 ）

03 岩手県 （ 〃 ）

04 宮城県 （ 〃 ）

00

01 北海道 （知事）

02 青森県 （ 〃 ）

国土交通大臣



新
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所

属
等

：
M
a
i
l
：

継
続

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
書

類
作

成
者

連
絡

先
　

　
　氏

名
：

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

電
話

番
号

：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
 
標

題
『

令
和

６
・

７
年

度
入

札
参

加
資

格
申

請
』

と
会

社
名

等
を

フ
ァ

イ
ル

の
表

面
及

び
背

面
に

記
入

し
、

本
様

式
順

に
綴

じ
る

こ
と

電
算

入
力

票
〔

測
量

・
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

等
業

務
〕

 
 
 
 

測
量

・
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

審
査

・
書

類
一

覧
票

（
当

該
様

式
）

営
業

所
一

覧
表

測
量

等
実

績
調

書

契
約

締
結

営
業

所
及

び
鹿

児
島

県
内

の
営

業
所

に
関

す
る

届

委
任

状

各
種

登
録

証
明

書
　

※
該

当
の

あ
る

も
の

を
添

付

【
補

償
関

係
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

業
務

（
不

動
産

鑑
定

）
を

申
請

す
る

者
】

不
動

産
鑑

定
業

者
登

録
通

知
書

又
は

登
録

証
明

書

労
災

保
険

料
納

入
証

明
書

※
 
納

入
実

績
の

な
い

場
合

は
別

紙
申

立
書

等
を

添
付

す
る

こ
と

（
証

明
先

：
労

働
基

準
監

督
局

・
署

）

雇
用

保
険

加
入

に
関

す
る

証
明

書

消
費

税
納

税
証

明
書

（
「

そ
の

３
」

：
未

納
が

な
い

旨
の

証
明

）
（

証
明

先
：

税
務

署
）

（
直

前
１

期
分

の
み

で
可

）

自
己

及
び

自
社

の
役

員
等

の
名

簿
　

　

（
法

人
）

商
業

登
記

簿
謄

本
（

履
歴

事
項

全
部

証
明

書
）

（
個

人
事

業
主

）
事

業
主

の
住

民
票

○
1
0

○
8

財
務

諸
表

○
9

（
様

式
別

紙
1
）

○
6

※
雇

用
保

険
に

つ
い

て
は

，
雇

用
保

険
料

納
入

証
明

書
等

の
加

入
が

わ
か

る
書

類
を

添
付

○
7

【
土

木
関

係
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

業
務

を
申

請
す

る
者

】
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

登
録

通
知

書
又

は
現

況
報

告
書

○
5

○

【
地

質
調

査
業

務
を

申
請

す
る

者
】

地
質

調
査

業
者

登
録

通
知

書
又

は
現

況
報

告
書

○
【

補
償

関
係

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
業

務
を

申
請

す
る

者
】

補
償

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
登

録
通

知
書

又
は

現
況

報
告

書

4

○
【

測
量

を
申

請
す

る
者

】
測

量
業

者
登

録
通

知
書

又
は

登
録

証
明

書

【
建

築
関

係
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

業
務

を
申

請
す

る
者

】
建

築
士

事
務

所
登

録
通

知
書

又
は

登
録

証
明

書

○
（

様
式

④
）

○
（

様
式

⑤
）

3

測
量

・
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

等
業

務
入

札
参

加
資

格
審

査
申

請
書

（
様

式
①

）

○
（

様
式

②
）

○
（

様
式

③
）

○
1

（
様

式
⑦

）

○
2

提
出

の
有

無
番

号
内

　
　

　
　

　
　

容
※

徳
之

島
町

確
認

欄

（
記

載
不

要
）

フ
ァ

イ
ル

の
綴

じ
方

入
札

参
加

資
格

の
審

査
・

書
類

一
覧

票
（

島
外

に
本

店
を

有
す

る
者

）
：

測
量

、
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

業
務

受
付

番
号

：
　

　

※
 直

近
で

許
可

を
受

け
た

最
新

の
登

録
が

必
要

※
 国

の
登

録
を

受
け

て
い

る
者

は
提

出

新
規

申
請

の
場

合
は

、
「
新

規
」
、

過
去

に
町

の
入

札
参

加
資

格
を

有
し

て
い

る
場

合
「
継

続
」
に

チ
ェ

ッ
ク

す
る

こ
と

。

申
請

内
容

の
確

認
，

修
正

等
の

連
絡

を
す

る
た

め
，

担
当

者
の

連
絡

先
等

を
記

入
す

る
こ

と
。

提
出

す
る

も
の

に
○

を
つ

け
る

こ
と

。



令
和

年
月

日

徳
之
島
町
長
　
殿

令
和
６
・
７
年
度
に
お
い
て
，
徳
之
島
町
で
行
わ
れ
る
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
審
査
を
申
請
し
ま
す
。

な
お
，
こ
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
内
容
に
つ
い
て
は
，
事
実
と
相
違
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

※
 
左
の
項
番
は
，
電
算
入
力
票
の
項
番
と
一
致
し
ま
す
。

ト
ク

ノ
シ

マ
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

3
4

3
4

1
-

1
2

0
2

本
店

の
商

号
又

は
名

称
ル

本
店

の
住

所

大

ン 年

項
番

5

6

第

登
録

事
業

名

0
3津

島

F
A
X

番
号

補
償

ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄ

阪

測
量

業
者

地
質

調
査

業
者

第
月梅

田 1

1

0

0

登
録

番
号

北
区

6

大

-
6

号

第

0
8
　
～
　
1
2
　
登
録
を
受
け
て
い
る
事
業

号

登
録

年
月

日

号
日

日

1
0

年

建
設

ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄ

2
9
-
7
9

第第
日

日
月

2
9

不
動

産
鑑

定
業

者

建
築

士
事

務
所

第
号

年
日

登
録

番
号

年

登
録

年
月

日

月
2
8

月

9

様
式
①

0
0

1

株

フ
リ

ガ
ナ

測
量

・
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

等
業

務
入

札
参

加
資

格
審

査
申

請
書

郵
便

番
号

0
2

日
号

月

0

登
録

事
業

名

号

登
録

事
業

名
登

録
番

号

）

登
録

年
月

日

8 1

（

0
9

年
2
0
1
7

年
1
0

6
3
0
-
9
1
9

月
3

3
0

徳
之

－

サ

3

ン
ト 3

－

コ

7
－

5

受
　
　
　
付
　
　
　
印

F

0
2

0
3

0
3

4
-タ

亀

市

0
2

電
話

番
号

0
6

-

代
表

者
名

6

－

1
1

5

1
－

－

介
印

フ
リ

ガ
ナ

は
カ

タ
カ

ナ
で

記
入

し
，

濁
点

及
び

半
濁

点
は

１
文

字
と

し
て

記
入

す
る

。

株
式

会
社

等
の

法
人

の
種

類
を

表
す

文
字

に
つ

い
て

は
，

次
の

略
号

を
用

い
る

。

株
式

会
社

→
 （

株
）

特
例

有
限

会
社

→
 （

有
）

合
名

会
社

→
 （

名
）

合
資

会
社

→
 （

資
）

合
同

会
社

→
 （

合
）

協
同

組
合

→
 （

同
）

協
業

組
合

→
 （

業
）

企
業

組
合

→
 （

企
）

有
限

責
任

事
業

組
合

→
（
責

）
経

常
協

同
企

業
体

→
 （

Ｊ
Ｖ

）
特

例
財

団
法

人
→

 （
特

財
）

特
例

社
団

法
人

→
 （

特
社

）
一

般
財

団
法

人
→

 （
一

財
）

公
益

財
団

法
人

→
（
公

財
）

公
益

社
団

法
人

→
 （

公
社

）



①
年

年
年

年

年
年

年
年

【
記

載
要

領
】

 
0
8
　

～
　

1
2
　

「
測

量
等

実
績

高
（

消
費

税
抜

き
）

」
は

，
令

和
５

年
１

２
月

３
１

日
ま

で
に

迎
え

た
直

近
の

決
算

日
か

ら
直

前
２

年
間

の
実

績
を

記
載

す
る

こ
と

。
（

千
円

未
満

切
り

捨
て

。
）

　
ア

　
「

②
申

請
業

種
」

は
，

入
札

参
加

資
格

申
請

を
す

る
業

種
に

◎
を

記
載

す
る

こ
と

。
（

直
前

２
年

間
に

実
績

の
無

い
業

種
は

申
請

不
可

）

　
イ

　
「

そ
の

他
」

は
，

入
札

参
加

資
格

業
種

区
分

に
記

載
し

て
い

る
業

種
の

う
ち

，
申

請
を

行
わ

な
い

業
種

の
実

績
高

を
記

載
す

る
こ

と
。

 
1
3
　

「
自

己
資

本
額

」
「

役
員

報
酬

」
「

給
与

手
当

」
は

，
令

和
５

年
１

２
月

３
１

日
ま

で
に

迎
え

た
直

近
の

決
算

に
よ

り
記

載
す

る
こ

と
。

（
千

円
未

満
切

り
捨

て
。

）

　
ア

　
「

自
己

資
本

額
」

は
，

貸
借

対
照

表
の

「
純

資
産

合
計

」
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

　
イ

　
個

人
で

青
色

申
告

の
方

は
，

貸
借

対
照

表
の

「
（

事
業

主
借

＋
元

入
金

＋
青

色
申

告
特

別
控

除
前

の
所

得
金

額
）

－
事

業
主

貸
」

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
ウ

　
個

人
で

白
色

申
告

の
方

は
，

確
定

申
告

書
の

控
え

か
ら

確
認

で
き

な
い

た
め

，
自

己
資

本
額

は
「

０
」

と
記

載
す

る
こ

と
。

　
エ

　
組

合
に

あ
っ

て
は

，
組

合
の

基
本

財
産

と
組

合
員

の
払

込
資

本
金

に
利

益
剰

余
金

を
加

え
た

額
の

合
計

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

 
1
4
　

「
営

業
年

数
」

は
，

令
和

５
年

１
２

月
３

１
日

ま
で

に
迎

え
た

直
近

の
決

算
日

ま
で

の
年

数
を

記
載

す
る

。
（

1
年

に
満

た
な

い
月

数
は

切
り

捨
て

。
）

人
6
0

 
1
5
　

「
常

勤
職

員
数

」
は

，
役

員
，

職
員

を
問

わ
ず

雇
用

期
間

を
特

に
限

定
す

る
こ

と
な

く
雇

用
さ

れ
た

者
（

申
請

者
が

法
人

の
場

合
は

常
勤

役
員

を
，

個
人

の
場

合
は

事
業

主
を

含
む

）
を

い
い

，
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

等
を

含
め

な
い

も
の

　
　

と
し

，
令

和
５

年
１

２
月

３
１

日
時

点
で

の
雇

用
状

況
を

も
と

に
記

載
す

る
こ

と
。

た
だ

し
，

標
準

報
酬

月
額

が
１

５
万

円
を

下
回

る
技

術
者

※
は

含
め

な
い

こ
と

。
　

　
　

　
　

※
技

術
者

：
照

査
技

術
者

，
管

理
技

術
者

，
主

任
技

術
者

　
　

　
ま

た
，

常
勤

職
員

数
の

内
訳

の
記

載
に

あ
た

っ
て

は
，

技
術

者
ご

と
に

最
上

位
の

資
格

に
よ

る
も

の
と

し
，

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
し

な
い

こ
と

。
（

照
査

技
術

者
等

で
カ

ウ
ン

ト
し

た
場

合
，

主
任

技
術

者
に

な
り

う
る

場
合

も
同

人
を

主
任

　
　

技
術

者
で

カ
ウ

ン
ト

し
な

い
こ

と
。

)

※
　

経
常

共
同

企
業

体
で

申
請

す
る

者
は

，
「

測
量

等
実

績
高

」
，

「
自

己
資

本
額

」
，

「
役

員
報

酬
」

，
「

給
与

手
当

」
及

び
「

常
勤

職
員

数
」

は
各

構
成

員
の

合
計

を
，

「
営

業
年

数
」

は
代

表
者

に
係

る
年

数
を

そ
れ

ぞ
れ

記
載

す
る

こ
と

。

1
5

6
0
0

9
0
0

3
1
1
,
2
0
0

3
2
,
5
0
0

1
,
2
0
0

2
7
5
,
0
0
0

3
0
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

4
0
,
0
0
0

2
5
0
,
0
0
0

（
「

◎
」

で
表

示
）

2
5
,
0
0
0

建
築

関
係

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
業

務

測
量

（
千

円
）

2
5
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

③
直

前
２

年
度

分
決

算

月
か

ら

（
千

円
）

④
直

前
１

年
度

分
決

算

月
か

ら

月
ま

で

月
か

ら
⑤

直
前

２
か

年
間

の

（
千

円
）

（
千

円
）

月
ま

で
月

ま
で

（
千

円
）

②
申

請
入

札
参

加
資

格
月

か
ら

年
間

平
均

実
績

高
月

ま
で

　
業

種

3
3
3
,
4
0
0

3
5
5
,
6
0
0

◎ ◎ ◎ － －

年

千
円

1
0
0
,
0
0
0

そ
の

他

1
3

1
4

合
計

3
0

0
8
　

～
　

1
2
　

測
量

等
実

績
高

（
消

費
税

抜
き

）

自
己

資
本

額

営
業

年
数

常
勤

職
員

数
（

実
数

）

業
種

区
分

補
償

関
係

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
業

務

土
木

関
係

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
業

務

地
質

調
査

業
務

入
札

参
加

資
格

を
申

請

す
る

業
種

に
◎

を
記

入

す
る

。

令
和

５
年

１
２

月
３

１
日

ま
で

に
迎

え
た

直
近

の
決

算
に

よ
り

記
入

す
る

。
（
千

円
未

満
は

切
り

捨
て

。
）

令
和

５
年

１
２

月
３

１
日

ま
で

に
迎

え
た

直
近

の
決

算
日

ま
で

の
年

数
を

記
入

す
る

。
（
１

年
に

満
た

な
い

月
数

は
切

り
捨

て
。

）

・
令

和
５

年
１

２
月

３
１

日
ま

で
に

迎
え

た
直

近
の

決
算

日
か

ら
直

前
の

２
年

間
の

実
績

を
記

入
す

る
。

・
金

額
は

千
円

未
満

は
切

り
捨

て
て

記
入

す
る

。

「
そ

の
他

」
の

欄
に

は
「
①

入
札

参
加

資
格

業
種

区
分

」
の

う
ち

，
申

請
を

行
わ

な
い

業
種

の
実

績
を

記
入

す
る

。

役
員

，
職

員
を

問
わ

ず
雇

用
期

間
を

特
に

限
定

す
る

こ
と

な
く
雇

用
さ

れ
た

者
（
申

請
者

が
法

人
の

場
合

は
常

勤
役

員
を

，
個

人
の

場
合

は
事

業
主

を
含

む
。

）
を

い
い

，
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

を
含

め
な

い
も

の
と

し
，

令
和

５
年

１
２

月
３

１
日

時
点

で
の

雇
用

状
況

を
も

と
に

記
入

す
る

こ
と

。



2
8
建

築
積

算
士

【
記

載
要

領
】

 
「

1
3
～

1
4
　

有
資

格
者

及
び

事
務

職
員

の
数

」
及

び
「

1
5
　

技
術

士
及

び
R
C
C
M
の

内
訳

」
に

つ
い

て
は

，
令

和
５

年
１

２
月

３
１

日
時

点
で

の
雇

用
状

況
を

も
と

に
記

載
す

る
こ

と
。

　
　

※
　

経
常

共
同

企
業

体
で

申
請

す
る

者
は

，
各

構
成

員
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と
。

 
「

1
3
～

1
4
　

有
資

格
者

及
び

事
務

職
員

の
数

」
の

「
0
9
技

術
士

」
及

び
「

1
3
R
C
C
M
」

は
，

 
「

1
5
 
技

術
士

及
び

R
C
C
M
の

内
訳

」
の

そ
れ

ぞ
れ

の
合

計
と

一
致

す
る

こ
と

。

1
5
　

技
術

士
及

び
R
C
C
M
の

内
訳

（
人

数
を

記
載

）

2
1 8

1

Ｒ
Ｃ

Ｃ
Ｍ

1
3
鋼

構
造

コ
ン

ク
リ

ー
ト

1
4
ト

ン
ネ

ル

4

Ｒ
Ｃ

Ｃ
Ｍ

技
術

士

1
2
土

質
・

基
礎

2
3

1
3

1
3
　

～
　

1
4
　

有
資

格
者

及
び

事
務

職
員

の
数

（
人

数
を

記
載

）

0
1
河

川
砂

防
海

岸
海

洋
0
2
港

湾
・

空
港

0
3
電

力
土

木
0
4

道
路

1
9
公

共
用

地
経

験
者

2

1

3
3
二

級
管

工
事

施
工

管
理

技
士

3
2
一

級
管

工
事

施
工

管
理

技
士

3
1
二

級
電

気
工

事
施

工
管

理
技

士

技
術

士

2
1
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
診

断
士

2
0
コ

ン
ク

リ
ー

ト
診

断
士

2
2
土

木
学

会
認

定
土

木
技

術
者

（
二

級
除

く
）

7

1
0
都

市
・

地
方

計
画

1

1
8
補

償
業

務
管

理
士

1
7
地

質
調

査
技

士

0
5
上

水
道

・
工

業
用

水
0
7
農

業
土

木
0
8
森

林
土

木
0
9

造
園5

2
3
農

業
土

木
技

術
管

理
士

3
4
構

造
設

計
一

級
建

築
士

2
4
畑

地
か

ん
が

い
技

士
2
5
土

地
改

良
専

門
技

術
者

2
6
土

地
改

良
補

償
業

務
管

理
者

(
建

築
積

算
資

格
者

)

2
7
建

築
基

準
適

合
判

定
資

格
者

1
1

1
3
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ 8
1

1

0
6
環

境
計

量
士

2

1
4
一

級
さ

く
井

技
能

士
0
9

技
術

士
1
0
第

一
種

電
気

主
任

技
術

者
1
1
伝

送
交

換
主

任
技

術
者

0
5

測
量

士
1
2
線

路
主

任
技

術
者

0
8
土

地
家

屋
調

査
士

2
1

3
8
事

務
職

員

1

1

1

2
9
建

築
設

備
士

3
0
一

級
電

気
工

事
施

工
管

理
技

士

7
9

0
1
～

3
6
の

計

7

3
5
設

備
設

計
一

級
建

築
士

3
6
農

業
水

利
施

設
機

能
総

合
診

断
士

合
計

1
1

地
質

1
7

機
械

（
部

門
）

1
9
電

気
電

子
（

部
門

）
2
0
総

合
技

術
監

理

0
6

下
水

道

合
計

1
8
水

産
土

木

2
3

1
5
施

工
計

画
施

工
設

備
積

算
1
6
建

設
環

境

6

6
7

3
7
左

記
以

外
の

技
術

者

1
5
地

す
べ

り
防

止
工

事
士

1
6
地

質
情

報
管

理
士

0
1
一

級
建

築
士

0
2
二

級
建

築
士

0
3
一

級
土

木
施

工
管

理
技

士
0
7

不
動

産
鑑

定
士

1
0

4
8

0
4
二

級
土

木
施

工
管

理
技

士

・
令

和
５

年
１

２
月

３
１

日
時

点
の

雇
用

状
況

を
も

と
に

記
入

す
る

こ
と

・
一

人
で

複
数

の
資

格
を

有
し

て
い

る
場

合
は

重
複

し
て

記
入

す
る

が
，

同
一

種
類

で
あ

る
「
１

級
，

２
級

」の
資

格
を

有
し

て
い

る
場

合
は

上
位

の
資

格
の

欄
の

み
に

記
入

す
る

。

・
一

級
建

築
士

で
構

造
設

計
一

級
建

築
士

又
は

設
備

設
計

一
級

建
築

士
の

資
格

を
有

し
て

い
る

場
合

は
「0

1
一

級
建

築
士

」の
欄

に
は

記
入

せ
ず

，
「3

4
構

造
設

計
一

級
建

築
士

」欄
及

び
「

3
5
設

備
設

計
一

級
建

築
士

」
欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

ま
た

，
両

方
と

も
有

し
て

い
る

場
合

は
「

3
4
構

造
設

計
一

級
建

築
士

」
欄

及
び

「3
5
設

備
設

計
一

級
建

築
士

」欄
に

重
複

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

・
「

1
9
公

共
用

地
経

験
者

」
欄

は
，

官
公

庁
に

勤
務

し
，

公
共

用
地

取
得

業
務

に
従

事
し

た
経

験
の

あ
る

者
で

，
そ

の
実

務
経

験
が

１
０

年

以
上

の
者

を
記

入
す

る
。

技
術

士
の

数
が

一
致

す
る

こ
と

Ｒ
Ｃ

Ｃ
Ｍ

の
数

が
一

致
す

る
こ

と



様
式
②

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

 
記
載
要
領

１
　
本
表
は
，
申
請
日
現
在
で
作
成
す
る
こ
と
。

２
　
「
営
業
所
名
称
」
欄
に
は
，
常
時
契
約
を
締
結
す
る
本
店
又
は
支
店
等
営
業
所
の
名
称
を
記
載
す
る
と
と
も
に
，
（
　
　
）
内
に
連
絡
担
当
者
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
　
「
所
在
地
」
欄
に
は
，
営
業
所
の
所
在
地
を
上
段
か
ら
左
詰
め
で
記
載
す
る
こ
と
。

４
　
「
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
」
欄
に
は
，
上
段
に
電
話
番
号
を
，
下
段
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
を
そ
れ
ぞ
れ
左
詰
め
で
記
載
す
る
こ
と
と
し
，
市
外
局
番
及
び
番
号
は
，
「
－
（
ﾊ
ｲ
ﾌ
ﾝ
）
」
で
区
切
る
こ
と
。

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
1
-
2
3
-
4
5
6

0
9
2

営
　

業
　

所
　

一
　

覧
　

表

営
業

所
名

称
郵

便
番

号
所

在
地

電
話

・
Ｆ

Ａ
Ｘ

番
号

市
外

局
番

市
内

局
番

番
号

4
7
1

1
2
3
4

鹿
児
島
　
太
郎

0
9
2

4
7
1

5
6
7
8

徳
之
島
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
(
株
)
九
州
支
店

8
1
2

－
0
0
1
3

福
岡
　
太
郎

0
9
9

1
2
3

8
9
1
0

徳
之
島
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
(
株
)
鹿
児
島
営
業
所

8
9
2

－
8
5
2
0

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
小
川
町
3
-
5
6

0
9
9

－

1
2
3

0
1
6
7

－ － － －

常
時

契
約

を
締

結
す

る
本

店
又

は
支

店
等

営
業

所
を

記
入

す
る

こ
と

。



様
式

③

（
入

札
参

加
資

格
業

種
区

分
）

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

【
記

載
要

領
】

・
　

本
表

は
，

入
札

参
加

資
格

資
格

業
種

区
分

別
（

様
式

①
の

2
頁

の
 
「

 
0
8
 
～

 
1
2
 
測

量
等

実
績

高
」

の
◎

を
付

し
た

入
札

参
加

資
格

業
種

区
分

別
）

に
作

成
す

る
こ

と
。

・
　

令
和

５
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
迎

え
た
直
前
２
年
分
の
決
算
期
内
の
完
成
業
務

に
つ

い
て

，
電

算
入

力
票

の
項

番
「

0
9
」

～
「

1
2
」

の
「

入
札

参
加

を
申

請
す

る
業

種
　

　
細

目
」

で
◎

を
付

し
た

全
て

の
業

種
細

目
に

つ
い

て
，

そ
れ

ぞ
れ

金
額

の
一

番
大

き
い

も
の

１
件

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
　

地
質

調
査

業
務

に
つ

い
て

は
，

業
種

細
目

が
な

い
た

め
業

種
細

目
番

号
は

空
欄

に
し

て
作

成
す

る
こ

と
。

・
　

「
請

負
代

金
の

額
」

は
，

消
費

税
込

み
の

金
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

（
千

円
未

満
切

り
捨

て
。

）
　業

種
細

0
7
,
2
0

0
6

元
請

3

3

測
　

量
　

等
　

実
　

績
　

調
　

書

4
2

1
5
,
0
0
0

請
負

代
金

の
額

完
成

年
月

9

土
木

関
係

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
業

務

目
番

号
（

千
円

）

鹿
児

島
県

着
工

年
月

鹿
児

島
県

3
町

道
○

○
線

測
量

業
務

委
託

業
務

履
行

場
所

の
あ

る
都

道
府

県
名

7

4

○
○

浄
水

場
基

本
設

計
業

務
○

○
町注

文
者

3

元
請

又
は

下
請

の
別

件
名

1
4

○
災

第
○

○
号

測
量

業
務

委
託

1
0

1
0
,
0
0
0

4

○
○

町
2
0
,
0
0
0

○
○

県
元

請
鹿

児
島

県

元
請

3

・
地
質
調
査
業
務
（
入
札
参
加
資
格
を
申
請
す
る
場
合
の
み
）
及
び
電
算
入
力
票
（
様
式
⑥
－
２
）
の
項

番
「

0
9
」
～
「1

1
」
の
「
入
札
参
加
を
申
請
す
る
業
種
細
目
」
で
◎
を
付
し
た
全
て
の
業
種
細
目
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
金
額
の
一
番
大
き
い
も
の
１
件
を
記
載
す
る
。

・
「
業
種
細
目
番
号
」
は
，
電
算
入
力
票
（
様
式
⑥
－
２
）
の
項
番
「0

9
」
～
「

1
1
」
の
「
入
札
参
加
を
申
請
す
る
業
種
細
目
」
の
番
号
を
記
入
す
る
。

な
お
，
地
質
調
査
業
務
は
業
種
細
目
が
な
い
の
で
空
欄
と
す
る
。

様
式
①
－
２
の
「

0
8
～

1
2

 測
量
等
実
績
高
」
の
◎
を
付
し
た
入
札
参
加
資
格
業
種
区
分
毎
に
作
成
す
る
。

税
込
み
。
千
円
未
満
切
捨
て
。



様
式
④
（
島
外
業
者
用
）

徳
之
島
町
と
契
約
を
締
結
す
る
営
業
所

〔
〕

本
店

〔
〕

本
店
以
外
の
鹿
児
島
県
外
の
営
業
所

〔
〕

鹿
児
島
県
内
の
営
業
所

【
表
１
】
　
徳
之
島
町
と
の
契
約
締
結
営
業
所

【
表
２
】
　
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所

記
載
要
領

１
　
徳
之
島
町
と
契
約
を
締
結
す
る
営
業
所

該
当
す
る
欄
の
〔
　
　
　
〕
に
い
ず
れ
か
１
つ
○
印
を
付
け
て
下
さ
い
。

２
　
【
表
１
】
徳
之
島
町
と
の
契
約
締
結
営
業
所

（
１
）
徳
之
島
町
と
の
契
約
締
結
営
業
所
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
２
）
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
を
契
約
締
結
営
業
所
と
す
る
場
合
は
，
表
１
に
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
の
状
況
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
〔
注
意
〕
こ
の
場
合
は
，
「
【
表
２
】
　
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
」
に
は
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
）

３
　
【
表
２
】
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所

（
１
）
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
２
）
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
を
契
約
締
結
営
業
所
と
す
る
場
合
は
，
表
２
に
は
記
載
し
な
い
で
下
さ
い
。

（
こ
の
場
合
の
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
は
，
「
【
表
１
】
　
鹿
児
島
県
と
の
契
約
締
結
営
業
所
」
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

（
３
）
本
店
を
契
約
締
結
営
業
所
と
し
た
場
合
で
も
，
鹿
児
島
県
内
に
営
業
所
を
有
し
て
い
る
場
合
は
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

契
約
締
結
営
業
所
及
び
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
に
関
す
る
届

○
　
　
　
　
徳
之
島
町
と
の
契
約
締
結
は
行
わ
な
い
が
，
鹿
児
島
県
内
に
営
業

　
　
　
　
所
が
あ
る
場
合
は
【
表
２
】
も
併
せ
て
記
入

以
下
の
【
表
１
】
を
記
載

○
以
下
の
【
表
１
】
を
記
載

(
1
)

名
称

徳
之
島
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
(
株
)

鹿
児
島
営
業
所

(
2
)

代
表

者
名

鹿
児
島
　
太
郎

(
2
)

代
表

者
名

(
1
)

名
称

(
3
)

電
話

番
号

0
9
9

－
1
2
3

－
4
5
6
7

(
3
)

電
話

番
号

－
－

(
4
)

郵
便

番
号

8
9
2

－
8
5
2
0

(
4
)

郵
便

番
号

－

(
5
)

所
在

地
(
5
)

所
在

地

①
都

道
府

県
名

鹿
児
島
県

①
都

道
府

県
名

②
区

(
市

)
郡

･
町

村
名

鹿
児
島
市

②
区

(
市

)
郡

･
町

村
名

③
下

位
住

所
(
②

以
外

)
小
川
町
3
-
5
6

③
下

位
住

所
(
②

以
外

)

①
鹿
児
島
県
内
の
本
店
及
び
営
業
所
を
契
約
締
結
営
業
所
と
す
る
場
合
の
記
入
例

鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
情
報
を
記
入
す
る
。

契
約
締
結
を
す
る
，
本
店
（
鹿
児
島
県
内
）
ま
た
は
営
業
所

（
鹿
児
島
県
内
）
の
ど
ち
ら
か
に
○
印
を
つ
け
る
。



様
式
④
（
島
外
業
者
用
）

徳
之
島
町
と
契
約
を
締
結
す
る
営
業
所

〔
〕

本
店

〔
〕

本
店
以
外
の
鹿
児
島
県
外
の
営
業
所

〔
〕

鹿
児
島
県
内
の
営
業
所

【
表
１
】
　
徳
之
島
町
と
の
契
約
締
結
営
業
所

【
表
２
】
　
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所

記
載
要
領

１
　
徳
之
島
町
と
契
約
を
締
結
す
る
営
業
所

該
当
す
る
欄
の
〔
　
　
　
〕
に
い
ず
れ
か
１
つ
○
印
を
付
け
て
下
さ
い
。

２
　
【
表
１
】
徳
之
島
町
と
の
契
約
締
結
営
業
所

（
１
）
徳
之
島
町
と
の
契
約
締
結
営
業
所
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
２
）
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
を
契
約
締
結
営
業
所
と
す
る
場
合
は
，
表
１
に
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
の
状
況
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
〔
注
意
〕
こ
の
場
合
は
，
「
【
表
２
】
　
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
」
に
は
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
）

３
　
【
表
２
】
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所

（
１
）
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
２
）
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
を
契
約
締
結
営
業
所
と
す
る
場
合
は
，
表
２
に
は
記
載
し
な
い
で
下
さ
い
。

（
こ
の
場
合
の
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
は
，
「
【
表
１
】
　
鹿
児
島
県
と
の
契
約
締
結
営
業
所
」
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

（
３
）
本
店
を
契
約
締
結
営
業
所
と
し
た
場
合
で
も
，
鹿
児
島
県
内
に
営
業
所
を
有
し
て
い
る
場
合
は
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

③
下

位
住

所
(
②

以
外

)
③

下
位

住
所

(
②

以
外

)
小
川
町
3
-
5
6

②
区

(
市

)
郡

･
町

村
名

②
区

(
市

)
郡

･
町

村
名

鹿
児
島
市

①
都

道
府

県
名

①
都

道
府

県
名

鹿
児
島
県

(
5
)

所
在

地
(
5
)

所
在

地

(
4
)

郵
便

番
号

8
9
2

－
8
5
2
0

1
2
3

－
4
5
6
7

(
4
)

郵
便

番
号

－

(
3
)

電
話

番
号

0
9
9

－
(
3
)

電
話

番
号

－
－

(
1
)

名
称

徳
之
島
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
(
株
)

鹿
児
島
営
業
所

(
2
)

代
表

者
名

(
2
)

代
表

者
名

鹿
児
島
　
太
郎

以
下
の
【
表
１
】
を
記
載

(
1
)

名
称

契
約
締
結
営
業
所
及
び
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
に
関
す
る
届

○
　
　
　
　
徳
之
島
町
と
の
契
約
締
結
は
行
わ
な
い
が
，
鹿
児
島
県
内
に
営
業

　
　
　
　
所
が
あ
る
場
合
は
【
表
２
】
も
併
せ
て
記
入

以
下
の
【
表
１
】
を
記
載

②
鹿
児
島
県
外
の
本
店
を
契
約
締
結
営
業
所
と
す
る
場
合
の
記
入
例

徳
之
島
町
と
契
約
締
結
は
行
わ
な
い
が
，
鹿
児
島
県
内
に
営
業

所
が
あ
る
場
合
の
み
記
入
す
る
。



様
式
④
（
島
外
業
者
用
）

徳
之
島
町
と
契
約
を
締
結
す
る
営
業
所

〔
〕

本
店

〔
〕

本
店
以
外
の
鹿
児
島
県
外
の
営
業
所

〔
〕

鹿
児
島
県
内
の
営
業
所

【
表
１
】
　
徳
之
島
町
と
の
契
約
締
結
営
業
所

【
表
２
】
　
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所

記
載
要
領

１
　
徳
之
島
町
と
契
約
を
締
結
す
る
営
業
所

該
当
す
る
欄
の
〔
　
　
　
〕
に
い
ず
れ
か
１
つ
○
印
を
付
け
て
下
さ
い
。

２
　
【
表
１
】
徳
之
島
町
と
の
契
約
締
結
営
業
所

（
１
）
徳
之
島
町
と
の
契
約
締
結
営
業
所
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
２
）
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
を
契
約
締
結
営
業
所
と
す
る
場
合
は
，
表
１
に
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
の
状
況
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
〔
注
意
〕
こ
の
場
合
は
，
「
【
表
２
】
　
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
」
に
は
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
）

３
　
【
表
２
】
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所

（
１
）
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
２
）
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
を
契
約
締
結
営
業
所
と
す
る
場
合
は
，
表
２
に
は
記
載
し
な
い
で
下
さ
い
。

（
こ
の
場
合
の
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
は
，
「
【
表
１
】
　
鹿
児
島
県
と
の
契
約
締
結
営
業
所
」
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

（
３
）
本
店
を
契
約
締
結
営
業
所
と
し
た
場
合
で
も
，
鹿
児
島
県
内
に
営
業
所
を
有
し
て
い
る
場
合
は
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

③
下

位
住

所
(
②

以
外

)
博
多
区
1
-
2
3
-
4
5
6

③
下

位
住

所
(
②

以
外

)
小
川
町
3
-
5
6

②
区

(
市

)
郡

･
町

村
名

福
岡
市

②
区

(
市

)
郡

･
町

村
名

鹿
児
島
市

①
都

道
府

県
名

福
岡
県

①
都

道
府

県
名

鹿
児
島
県

(
5
)

所
在

地
(
5
)

所
在

地

(
4
)

郵
便

番
号

8
9
2

－
8
5
2
0

2
2
3

－
0
1
6
1

(
4
)

郵
便

番
号

8
1
2

－
0
0
1
3

1
2
3
4

(
3
)

電
話

番
号

0
9
9

－
(
3
)

電
話

番
号

0
9
2

－
4
7
1

－

(
1
)

名
称

徳
之
島
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
(
株
)

鹿
児
島
営
業
所

(
2
)

代
表

者
名

福
岡
　
太
郎

(
2
)

代
表

者
名

鹿
児
島
　
太
郎

以
下
の
【
表
１
】
を
記
載

(
1
)

名
称

徳
之
島
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
(
株
)

九
州
支
店

契
約
締
結
営
業
所
及
び
鹿
児
島
県
内
の
営
業
所
に
関
す
る
届

　
　
　
　
徳
之
島
町
と
の
契
約
締
結
は
行
わ
な
い
が
，
鹿
児
島
県
内
に
営
業

　
　
　
　
所
が
あ
る
場
合
は
【
表
２
】
も
併
せ
て
記
入

○
以
下
の
【
表
１
】
を
記
載

③
本
店
以
外
の
鹿
児
島
県
外
の
営
業
所
を
契
約
締
結
営
業
所
と
す
る
場
合
の
記
入
例

本
店
以
外
の
鹿
児
島
県
外
の
営
業
所
情
報
を
記
入
す

徳
之
島
町
と
契
約
締
結
は
行
わ
な
い
が
，
鹿
児
島
県
内
に
営

業
所
が
あ
る
場
合
の
み
記
入
す
る
。

※
表
１
の
営
業
所
と
同
じ
場
合
は
記
入
し
な
い
。



様
式

⑤
（

島
外

業
者

用
）

年
月

日

徳
之
島
町
長
　
 
殿

私
は
，
下
記
の
者
に
，
徳
之
島
町
が
令
和
６
年
４
月
１
日
以
降
に
発
注
す
る
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
に
関
す
る
次
の
権
限
を
委
任
し
ま
す
。

な
お
，
本
委
任
を
解
除
す
る
場
合
に
は
，
双
方
連
署
の
上
届
出
の
な
い
限
り
そ
の
効
力
の
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

１
　
見
積
り
及
び
入
札
に
つ
い
て

２
　
契
約
の
締
結
及
び
履
行
に
つ
い
て

３
　
保
証
金
又
は
保
証
物
の
納
付
，
還
付
，
請
求
及
び
領
収
に
つ
い
て

４
　
契
約
代
金
(
前
払
金
を
含
む
。
)
の
請
求
及
び
受
領
に
つ
い
て

５
　
復
代
理
人
の
選
任
に
つ
い
て

６
　
特
定
共
同
企
業
体
を
結
成
し
，
協
定
を
締
結
す
る
件

委
　
　
任
　
　
状

令
和

3
1
1

1
8

住
所

大
阪
市
北
区
梅
田
1
-
3
-
1
-
9
0
0
-
7
F
-
1
5

商
号

又
は

名
称

徳
之
島
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
(
株
)

代
表

者
氏

名
代
表
取
締
役
　
亀
津
　
大
介

記

印

委
任

事
項

（
受
　
任
　
者
）

住
所

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
小
川
町
3
-
5
6

商
号

又
は

名
称

 
徳
之
島
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
(
株
)
鹿
児
島
営
業
所

受
任

者
使

用
印

代
表

者
氏

名
所
長
　
鹿
児
島
　
太
郎

※
本
店
以
外
の
営
業
所
等
を
契
約
締
結
営
業
所
と
す
る
場
合
は
，
必
ず
作
成
す
る
こ
と
。

（
本
店
を
契
約
締
結
営
業
所
と
す
る
場
合
で
，
内
部
の
責
任
者
等
に
委
任
す
る
場
合
も
必
要
）

代
表
者
の
役
職
等
も
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。



様式⑦

所在区分 申請区分（徳之島町で記入） 受付番号（徳之島町で記入）

1 3 4 5

（1.島内2.島外）

1 3 10 20 30

31 32 40 50 60 70 76

77 87 100

101 104 108 120

1 3 5 7 15 25

29 39 49 59 64

1 3 15 32

33 45 56

57 60 64 76

1 3 5 7 15 25

29 39 49 59 64

1 3 15 32

33 45 56

57 60 64 76

1 3 5 7 15 25

29 39 49 59 64

電 話 番 号

（左詰めとし途中に空白を置かない）

（郡と町村の間には空白を置く）

〔 下 位 住
所 〕

０ ７
都 道 府 県
の コ ー ド
（ 島 外 業 者 用 ）

4 6
区(市)郡町

村

郵 便 番 号 －

代 表 者 名

０ ６
鹿 児 島 営 業 所
（ 島 外 業 者 用 ）

（左詰めとし途中に空白を置かない）

（郡と町村の間には空白を置く）

〔 下 位 住
所 〕

０ ５
都 道 府 県
の コ ー ド
（ 島 外 業 者 用 ）

区(市)郡町
村

代 表 者 名

郵 便 番 号 －

1 （左詰めとし途中に空白を置かない）

０ ４
契 約 締 結 事 務 所
（ 島 外 業 者 用 ）

- 9 0 0

1 8

０ ３
都 道 府 県
の コ ー ド

2 7
区(市)郡町

村
大 阪

1 - 51 0 6電 話 番 号

- 1

0 0 6- 6 3 4郵 便 番 号 5 3 0 － 0

ン ト
本 店 の
商 号 名 称

代 表 者 名 亀 津

■ Ｋ

大

■ 徳 之

介

ル タ島 コ ン サ

ン トノ シ マ コ０ ２
〔 フ リ ガ
ナ 〕

ト ク ン サ ル タ

電算入力票〔測量・建設コンサルタント等業務〕

（1.修正，2.削除，空白新規）

０ １

項番

2

3

- 9 F - 1

梅 - （郡と町村の間には空白を置く）

〔 下 位 住
所 〕

梅 田 1 - 3 -

1田

受 付 印

区

1

市 北

電 話 番 号

商号・名称の
前に「（株）」
等がある場
合は

このマスに

記入する。

株式会社等の法人の種類を表す文字については，次の略号を用いる。

株式会社→ （Ｋ） 特例有限会社→ （Ｙ） 合名会社→ （Ｍ） 合資会社→ （Ｇ）

合同会社→ （Ｏ） 協同組合→ （Ｄ） 協業組合→ （Ａ） 企業組合→ （Ｈ）

有限責任事業組合→ （Ｌ） 経常協同企業体→ （Ｊ） 特例財団法人→ （Ｚ）

特例社団法人→ （Ｓ） 一般財団法人→ （Ｐ） 公益財団法人→（Ｗ）

公益社団法人→ （Ｖ）

フリガナはカタカナで記入
し，濁点及び半濁点は１文
字として記入する。

丁目・番地・号は「－（ハイフン）で記入する。」

① 鹿児島県内の本店及び営業所を契約締結営業所とする場合の記入例

別添の都道府県コード表
より該当する都道府県
コードを入力すること。



様式⑦

所在区分 申請区分（徳之島町で記入） 受付番号（徳之島町で記入）

1 3 4 5

（1.島内2.島外）

1 3 10 20 30

31 32 40 50 60 70 76

77 87 100

101 104 108 120

1 3 5 7 15 25

29 39 49 59 64

1 3 15 32

33 45 56

57 60 64 76

1 3 5 7 15 25

29 39 49 59 64

1 3 15 32

33 45 56

57 60 64 76

1 3 5 7 15 25

29 39 49 59 64

（左詰めとし途中に空白を置かない）- 5 6

（郡と町村の間には空白を置く）

〔 下 位 住
所 〕

小 川 町 3

島 市

1

０ ７
都 道 府 県
の コ ー ド
（ 島 外 業 者 用 ）

4 6
区(市)郡町

村
鹿 児

2 3 - 0 1 6電 話 番 号 0 9 9 - 2郵 便 番 号 8 9 2 － 8 5 2 0

郎代 表 者 名 鹿 児 島 太

営 業 所０ ６
鹿 児 島 営 業 所
（ 島 外 業 者 用 ） 鹿 児 島

（左詰めとし途中に空白を置かない）

（郡と町村の間には空白を置く）

〔 下 位 住
所 〕

区(市)郡町
村

０ ５
都 道 府 県
の コ ー ド
（ 島 外 業 者 用 ）

電 話 番 号郵 便 番 号 －

代 表 者 名

０ ４
契 約 締 結 事 務 所
（ 島 外 業 者 用 ）

F - 1 1 （左詰めとし途中に空白を置かない）- 9 0 0 - 9

1 （郡と町村の間には空白を置く）

〔 下 位 住
所 〕

梅 田 1 - 3 - 1

梅 田 1 - 3 -
区(市)郡町

村
大 阪 市 北 区

5 6 1 8

０ ３
都 道 府 県
の コ ー ド

2 7

- 6 3 4 1 -0 0 1 電 話 番 号 0 6郵 便 番 号 5 3 0 － 0

Ｋ

代 表 者 名 亀 津 大 介

■サ ル タ ン ト
本 店 の
商 号 名 称

■ 徳 之 島 コ ン

ル タ ン トノ シ マ コ ン サ

（1.修正，2.削除，空白新規）

０ ２
〔 フ リ ガ
ナ 〕

ト ク

電算入力票〔測量・建設コンサルタント等業務〕
受 付 印

項番

０ １ 2

株式会社等の法人の種類を表す文字については，次の略号を用いる。

株式会社→ （Ｋ） 特例有限会社→ （Ｙ） 合名会社→ （Ｍ） 合資会社→ （Ｇ）

合同会社→ （Ｏ） 協同組合→ （Ｄ） 協業組合→ （Ａ） 企業組合→ （Ｈ）

有限責任事業組合→ （Ｌ） 経常協同企業体→ （Ｊ） 特例財団法人→ （Ｚ）

特例社団法人→ （Ｓ） 一般財団法人→ （Ｐ） 公益財団法人→（Ｗ）

公益社団法人→ （Ｖ）

フリガナはカタカナで記入
し，濁点及び半濁点は１文
字として記入する。

商号・名称の

後ろに「（株）」等が

ある場合は
このマスに記入

する。

商号・名称の
前に「（株）」
等がある場
合は

このマスに

記入する。

丁目・番地・号は「－（ハイフン）で記入する。」

徳之島町と契約締結は行わないが，鹿児島県内に
営業所がある場合にのみ記載する。
（様式④【表２】に記載した情報）

本店を契約締結営業所とする場合は記載しない。

② 鹿児島県外の本店を契約締結営業所とする場合の記入例

別添の都道府県コード表
より該当する都道府県
コードを入力すること。



様式⑦

所在区分 申請区分（徳之島町で記入） 受付番号（徳之島町で記入）

1 3 4 5

（1.島内2.島外）

1 3 10 20 30

31 32 40 50 60 70 76

77 87 100

101 104 108 120

1 3 5 7 15 25

29 39 49 59 64

1 3 15 32

33 45 56

57 60 64 76

1 3 5 7 15 25

29 39 49 59 64

1 3 15 32

33 45 56

57 60 64 76

1 3 5 7 15 25

29 39 49 59 64

（左詰めとし途中に空白を置かない）- 5 6

（郡と町村の間には空白を置く）

〔 下 位 住
所 〕

小 川 町 3

島 市

1

０ ７
都 道 府 県
の コ ー ド
（ 島 外 業 者 用 ）

4 6
区(市)郡町

村
鹿 児

2 3 - 0 1 6電 話 番 号 0 9 9 - 2郵 便 番 号 8 9 2 － 8 5 2 0

郎代 表 者 名 鹿 児 島 太

営 業 所０ ６
鹿 児 島 営 業 所
（ 島 外 業 者 用 ） 鹿 児 島

（左詰めとし途中に空白を置かない）6

（郡と町村の間には空白を置く）

〔 下 位 住
所 〕

1 - 2 3 - 4 5

多 区
区(市)郡町

村
福 岡 市 博

0 1 6 1

０ ５
都 道 府 県
の コ ー ド
（ 島 外 業 者 用 ）

4 0

9 - 2 2 3 -5 2 0 電 話 番 号 0 9郵 便 番 号 8 9 2 － 8

代 表 者 名 福 岡 太 郎

店０ ４
契 約 締 結 事 務 所
（ 島 外 業 者 用 ） 九 州 支

F - 1 1 （左詰めとし途中に空白を置かない）- 9 0 0 - 9

1 （郡と町村の間には空白を置く）

〔 下 位 住
所 〕

梅 田 1 - 3 - 1

梅 田 1 - 3 -
区(市)郡町

村
大 阪 市 北 区

5 6 1 8

０ ３
都 道 府 県
の コ ー ド

2 7

- 6 3 4 1 -0 0 1 電 話 番 号 0 6郵 便 番 号 5 3 0 － 0

Ｋ

代 表 者 名 亀 津 大 介

■サ ル タ ン ト
本 店 の
商 号 名 称

■ 徳 之 島 コ ン

ル タ ン トノ シ マ コ ン サ

（1.修正，2.削除，空白新規）

０ ２
〔 フ リ ガ
ナ 〕

ト ク

電算入力票〔測量・建設コンサルタント等業務〕
受 付 印

項番

０ １ 2

株式会社等の法人の種類を表す文字については，次の略号を用いる。

株式会社→ （Ｋ） 特例有限会社→ （Ｙ） 合名会社→ （Ｍ） 合資会社→ （Ｇ）

合同会社→ （Ｏ） 協同組合→ （Ｄ） 協業組合→ （Ａ） 企業組合→ （Ｈ）

有限責任事業組合→ （Ｌ） 経常協同企業体→ （Ｊ） 特例財団法人→ （Ｚ）

特例社団法人→ （Ｓ） 一般財団法人→ （Ｐ） 公益財団法人→（Ｗ）

公益社団法人→ （Ｖ）

フリガナはカタカナで記入
し，濁点及び半濁点は１文
字として記入する。

商号・名称の

後ろに「（株）」等が

ある場合は
このマスに記入

する。

商号・名称の
前に「（株）」
等がある場
合は

このマスに

記入する。

③ 本店以外の鹿児島県外の営業所を契約締結営業所とする場合の記入例

丁目・番地・号は「－（ハイフン）で記入する。」

本店以外の県外の契約締結営業所情報を記載する。
（様式④【表１】に記載した情報）

徳之島町と契約締結は行わないが，鹿児島県内に
営業所がある場合にのみ記載する。
（様式④【表２】に記載した情報）

別添の都道府県コード表
より該当する都道府県
コードを入力すること。

別添の都道府県コード表
より該当する都道府県
コードを入力すること。



元号（４．平成，５．令和）

1 3 4 12 13 18

1 3 4 12 13 18

41 42 43

19 21

元号（４．平成，５．令和）

1 3 4 12 13 18

51 52 53 54 55 56 57 58 59

19 21 26 31

元号（４．平成，５．令和）

1 3 4 12 13 18

01 02 03 04 05 06 07 08

19 21 26

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

27 31 36

希望業種に「○」

補

償

関

連

総

合

補

償

不
動
産

鑑

定

登
記
手

続

等

実績業種に「◎」

入 札 参 加 を
申 請 す る
業 種 細 目

土

地

調

査

土

地

評

価

物

件

機
械
工

作

物

営

業

補

償

事

業

損

失

登録部門に「◎」

日

国 の 登 録 規 程
へ の 登 録 状 況

土

地

調

査

土

地

評

価

物

件

機
械
工

作

物

営

業

補

償

事

業

損

失

補

償

関

連

総

合

補

償

年 月

入札参加を申請する場合に「◎」を記載 直前２か年間の年間平均実績高
登録年月日（不動産鑑定法又
は登録規程）

１ １ 業 種 ： 補償関係コンサルタント業務（35） 千 円

希望業種に「○」

外

壁

劣

化

特
殊
建

築

物

耐

震

診

断

そ

の

他

実績業種に「◎」

空

調

給
排
水

衛

生

電

気

建

築

積

算

機

械

積

算

電

気

積

算

年 月 日

入 札 参 加 を
申 請 す る
業 種 細 目

60調査

建

築

一

般

意

匠

構

造

登録年月日（建築士法）

１ ０ 業 種 ：
建築関係建設コンサルタント業務
（33）・（34）

千 円

希望業種に「○」 ○ ○

入札参加を申請する場合に「◎」を記載 直前２か年間の年間平均実績高

10 月30

実績業種に「◎」 ◎

年 6 月 1

入 札 参 加 を
申 請 す る
業 種 細 目

測

量

一

般

地

図

調

整

航

空

測

量

32,500０ ９ ◎ 業 種 ： 測量（32） 4千 円

25,000 千 円

10 日

直前２か年間の年間平均実績高 登録年月日（測量法）

日

元号（４．平成，５．令和）

5 3

入札参加を申請する場合に「◎」を記載 直前２か年間の年間平均実績高 登録年月日（登録規程）

年

０ ８ ◎ 業 種 ： 地質調査業務（31）

入札参加を申請する場合に「◎」を記載

「08～12」について，実績があり，申請を希望する場合は，

「様式③：測量等実績調書」を作成すること。

・受注実績があり、申請を希望する業種は上段に「◎」を記入する。

・受注実績はないが、業務体制が整っている等の理由で申請を

希望する場合は下段に「○」を記入する。

不動産鑑定登録と
補償コンサルタン
トの両方の登録が
ある場合は，不動
産鑑定登録につい
てのみ記入するこ
と。

様式①－２の項番８～１２の⑤から転記（自動計算）

平成は４、令和は５を記入



元号（４．平成，５．令和）

1 3 4 12 13 18

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

19 21 26 31 36

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99100

40 42 47 52 57 62 67

1

3 7 11 31 51 71 91 95

1

3 7 11 ] 31 51

1

3 4 7 10 31 61 70

1 3 14 17

営 業 年 数 30 年 常 勤 職 員 数 60 人 （ 実 数 ）

1 8

１ ６ 自 己 資 本 額 100,000 千 円

3 2

3 21

2. Ｒ Ｃ Ｃ Ｍ 2

16

水

産

土

木

・

部

門

・

電

気

電

子

総

合

技

術

監

理

1. 技 術 士 4 7

コ

ン

ク

リ

ー

ト

鋼

構

造

ト

ン

ネ

ル

施

工

計

画

施

工

設

備

積

算

建

設

環

境

・

部

門

・

機

械

森

林

土

木

造

園

都

市

・

地

方

計

画

地

質

土

質

・

基

礎

20

合

計

海

岸

海

洋

河

川

砂

防

港

湾

・

空

港

電

力

土

木

道

路

上

水

道

工

業

用

水

下

水

道

農

業

土

木

14 15 16 17 18 1908 09 10 11 12 13

１ ５ 技 術 士 及 び Ｒ Ｃ Ｃ Ｍ の 内 訳

01 02 03 04 05 06 07

67 5 7 791 1 1人 数 1 1

施

工

管

理

技

士

一

級

管

工

事

施

工

管

理

技

士

二

級

管

工

事

一

級

建

築

士

構

造

設

計

一

級

建

築

士

設

備

設

計

機

能

総

合

診

断

士

農

業

水

利

施

設

技

術

者

左

記

以

外

の

合
計

技

士

畑

地

か

ん

が

い

専

門

技

術

者

土

地

改

良

業

務

管

理

者

土

地

改

良

補

償

判

定

資

格

者

建

築

基

準

適

合

建

築

積

算

士

（
建

築

積

算

資

格

者

）

建

築

設

備

士

施

工

管

理

技

士

一

級

電

気

工

事

施

工

管

理

技

士

二

級

電

気

工

事

34 35 36
01
↓
36
の
計

37 38
事

務

職

員

28 29 30 31 32 33
１ ４

24 25 26 27

18 2 11 1 21人 数 2 3 10 4 8

管

理

士

補

償

業

務

経

験

者

公

共

用

地

診

断

士

コ

ン

ク

リ

ー

ト

構

造

診

断

士

コ

ン

ク

リ

ー

ト

（

二

級

除

く

）

土

木

技

術

者

土

木

学

会

認

定

技

術

管

理

士

農

業

土

木

技

術

者

線

路

主

任

Ｒ

Ｃ

Ｃ

Ｍ

技

能

士

一

級

さ

く

井

工

事

士

地

す

べ

り

防

止

管

理

士

地

質

情

報

技

士

地

質

調

査

環

境

計

量

士

鑑

定

士

不

動

産

調

査

士

土

地

家

屋

技

術

士

主

任

技

術

者

第

一

種

電

気

主

任

技

術

者

伝

送

交

換

19 20 21 22 23
一

級

建

築

士

二

級

建

築

士

施

工

管

理

技

士

一

級

土

木

施

工

管

理

技

士

二

級

土

木

測

量

士

13 14 15 16 17 1807 08 09 10 11 1201 02 03 04 05 06

１ ３ 有 資 格 者 及 び 事 務 職 員 の 数

希望業種に「○」

電

算

関

係

計

算

業

務

資

料

等

整

理

施

工

管

理

実績業種に「◎」

廃

棄

物

交

通

量

調

査

環

境

調

査

経

済

調

査

水

質

等

分

析

宅

地

造

成

ト

ン

ネ

ル

施

工

計

画

・

施

工

設

備

積

算

建

設

環

境

機

械

水

産

土

木

電

気

電

子

森

林

土

木

造

園

都

市

計

画

・

地

方

計

画

地

質

土

質

・

基

礎

鋼

構

造

コ

ン

ク

リ

ー

ト

入 札 参 加 を
申 請 す る
業 種 細 目

河

川

砂

防

海

港

湾

・

空

港

電

力

土

木

道

路

鉄

道

上

水

道

・

工

業

用

水

下

水

道

農

業

土

木

廃

棄

物

登録部門に「◎」

ト

ン

ネ

ル

施

工

計

画

・

施

工

設

備

積

算

建

設

環

境

機

械

水

産

土

木

電

気

電

子

森

林

土

木

造

園

都

市

計

画

・

地

方

計

画

地

質

土

質

・

基

礎

鋼

構

造

コ

ン

ク

リ

ー

ト

日

国 の 登 録 規 程
へ の 登 録 状 況

河

川

砂

防

海

港

湾

・

空

港

電

力

土

木

道

路

鉄

道

上

水

道

・

工

業

用

水

下

水

道

農

業

土

木

4 29 年 9 月 28

入札参加を申請する場合に「◎」を記載 直前２か年間の年間平均実績高 登録年月日（登録規程）

１ ２ 業種： 土木関係建設コンサルタント業務（36） 275,000 千円

・受注実績があり、申請を希望する業種は上段に「◎」を記入す

る。

・受注実績はないが、業務体制が整っている等の理由で申請を

希望する場合は下段に「○」を記入する。

様式①－３の項番13～14から転記する。

様式①－３の項番15から転記する。

様式①－２の項番16から転記する。



  （別紙1）                                        

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

注１　代表者も含めて作成してください。

　２　記入欄が不足する場合は適宜追加してください。

  ３　この名簿に記載されている個人情報については，要綱第３条第２項に規定する審査に

　　必要な範囲内で，他の行政庁に情報提供することになりますので，各人の同意を得た上

　　で記載してください。

受付番号

大阪市北区梅田1-3-1-900-7F-15

大阪市中央区8520

鹿児島県鹿児島市宇宿456

大阪市北区梅田1234

大阪市北区梅田4567

鹿児島
営業所長

かごしま たろう
男 S45.2.5

鹿 児 島 太 郎

取締役
いのかわ いさむ

男 H9.3.1
井 之 川 勇

代表取締役
かめつ だいすけ

男 S46.10.1
亀 津 大 介

取締役
かめとく はなこ

女 S53.4.1
亀 徳 花 子

自己及び自社の役員等の名簿

役　職　名
ふ り が な

氏 名
性別 生年月日 住　　　　　　所

　　氏   名   又   は   名   称

住所又は主たる事務所の所在地

徳之島コンサルタント(株)

○報告すべき対象者は，以下に該当する者（監査役又はこれに準ずる者を除く。）

ア 法人にあっては，役員（非常勤の者を含む。），支配人，営業所等（営業所，事業所その他

これらに準ずるものをおう。）を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わ

ず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者

イ 法人格を有しない団体にあっては，代表者，理事その他アに掲げる者と同等の責任を有す

る者

ウ 個人にあっては，本人又はその支配人，営業所等を代表する者その他いかなる名称を有

するものであるかを問わずその経営を行う役職にある者。

※営業所長については，徳之島町との契約締結営業所の所長及び鹿児島県内に所在する

営業所の所長を記入すること。


